
２０２１年３月期　決算公告

東京都品川区東品川二丁目２番２４号

株式会社スクロールインターナショナル

代表取締役　鶴見　知久

（単位:千円）

金 額 金 額

6,051 31

5,064 29

987 2

4 31

4

4 6,023

10,000

△ 3,976

その他利益剰余金 △ 3,976

繰越利益剰余金 △ 3,976

（うち当期純利益） （87）

6,023

6,055 6,055

負 債 合 計

株 主 資 本

純 資 産 の 部

貸　借　対　照　表
（2021年3月31日現在）

科 目 科 目

資 産 の 部 負 債 の 部

繰 延 税 金 資 産

投資その他の資産

純 資 産 合 計

負 債 純 資 産 合 計

2021年5月31日

資 産 合 計

未 払 法 人 税 等

資 本 金

利 益 剰 余 金

流 動 資 産 流 動 負 債

関係会社短期貸付金 未 払 金

未 収 入 金

固 定 資 産

－ 1 －



(1)　消費税等の会計処理 税抜方式によっております。
(2)　連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。

株式の種類 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数【株】 株式数【株】 株式数【株】

発行済株式
　普通株式 － － 200

合　計 － － 200

１．　その他計算書類作成のための重要な事項

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
   当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目について
は、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応
報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額
について、改正前の税法の規定に基づいております。

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

（株主資本等変動計算書に関する注記）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

200
200

当事業年度期首
株式数【株】

（その他の注記）
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